
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆子ども・子育て支援金とは？ 

 国の「こども未来戦略『加速化プラン』」で定められた子育て

支援の拡充にかかる費用に充てるため、「子ども・子育て支援法

等の一部を改正する法律」（令和６年法律第 47 号）により創設

されるものです。高齢者を含むすべての世代の人が、公的医療

保険の保険料とあわせて徴収され、会社員は令和８年４月分か

ら徴収が始まります。 

 

◆どのような支援に活用されるの？ 

2025 年４月からの雇用保険の「出生後休業支援給付」「育児時

短就業給付」は、子ども・子育て支援金を活用した子育て支援

策として、既に実施されています。また、児童手当の拡充や親

の就労の有無にかかわらず保育園に通いやすくする「こども誰

でも通園制度」の給付なども、同様です。 

 

◆負担額はどれくらい？ 

子ども家庭庁が 12 月 26 日に公表した年収別推計によれば、協

会けんぽ・組合健保の被保険者一人当たりの月額負担は次のよ

うに示されています。ただし、社会保障の歳出改革等を行うこ

とで、支援金による負担は相殺されるため、支援金導入に伴う

実質的な負担は生じない、とされています。 

 

◆給与計算への影響は？ 

上記のとおり、会社員は令和８年５月に納付する令和８年４月

分の保険料から徴収が始まりますので、あらかじめ従業員に周

知しておくとよいでしょう。 

なお、育児期間中は医療保険料や厚生年金保険料と同様に、支

援金も免除されます。 

【こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」】 

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido 

【厚生労働省「令和６年雇用保険制度の改正内容について（子

ども・子育て支援法等の一部を改正する法律）」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40723.html 

 

 

 

 

 

 

 

（1）被用者保険に加入されている方 

●支援金額（月額）は、標準報酬月額×支援金率になります。 

●被用者保険については、国が一律の支援金率（保険料率）を

示すこととしており、R8 年度の一律の支援金率は 0．23％で

す。また、基本的に支援金額の半分は企業が負担いたします。 

したがって、実際の支援金額（月額）は、個人の給与明細に

記載されている標準報酬月額に 0.0023 を乗じた金額の半分

の額になります。 

●令和 8 年 4 月保険料（5 月に給与天引き）より拠出いただき

ます。 

（2）国民健康保険に加入されている方 

●支援金額（月額）は、お住いの市町村が定める条例に基づき、

世帯や個人の所得等に応じて決定されます。 

●実際の支援金額については、お住いの市町村にお問い合わせ

ください。 

●なお、市町村ごとに支援金に係る保険料率は異なります。 

●令和 8 年 4 月分から拠出いただきますが、具体的な徴収開始

時期はお住いの市町村にお問い合わせください。 

（3）後期高齢者医療制度に加入されている方 

●支援金額は、お住いの都道府県後期高齢者医療広域連合が定

める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定されます。 

●支援金額の月額につきましては、お住まいの市町村にお問い

合わせください。 

●なお、後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率

が異なります。 

●令和 8 年 4 月分から拠出いただきますが、具体的な徴収開

始時期はご加入の広域連合にお問い合わせください。 

《 事務所ニュース  2026 年 2 月号 》 
岩 崎 社 会 保 険 労 務 士 事 務 所  特定社会保険労務士 岩 崎 健 志 

〒 277-0032 柏市名戸ケ谷 1-7-8-101   TEL / FAX  0 4 - 7 1 0 3 - 8 2 5 2 

URL ： http://kashiwa-iwasaki-sr.com   E-mail : info@kashiwa-iwasaki-sr.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て支援金の徴収が始まります 

業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 


